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よろしく

　お願いします
私が代わりに

記入いたします

特定保守製品の
　　　　  

お客様の安全を
守るためには…

必ず「所有者登録」をしてください！

決め手は「代行記入」
製品を引き渡す時が
登録のチャンスです！

所有者登録所有者登録

特定保守製品

石油給湯機 石油ふろがま

から!



お
客
様

メ
ー
カ
ー

お客様のご了解をいただいて
必ず「 　　　　　」をしてください !

販売・設置業者の役割

法定説明事項のポイント

所有者登録から法定点検までの流れ

販売・設置業者は、特定保守製品を受け渡す
際に、所有者に「長期使用製品安全点検制度」の
説明をする義務や代行記入等の協力を行う
責務があります。 

消費生活用製品安全法で指定
された特定保守製品は、点検
時期が来たら、所有者は点検
するように努めましょう。

長期使用製品安全点検制度
は、経年劣化による事故を防ぐ
ために、お客様の依頼を受け
てメーカ一が有償点検を行う
制度です。

お客様が所有者登録をするこ
とにより、メーカーは点検時期
に点検案内をお客様に出すこ
とができます。

代行記入するには
点検制度ガイドライン※1の改訂により、特定保守
製品の設置・修理等を行う関連事業者には、所有
者の同意※2を得た上での「所有者票の代行記入」
が推薦されています。 
※1 経済産業省「長期使用製品安全点検・表示制度ガイドライン（令和4年4月版）」 
※2 個人情報保護法上、所有者情報の提供には所有者の同意が必要です。

❶ ❷ ❸

所有者票にお客様情報を記入して投函します メーカーが法定点検を
お客様にお知らせします

メーカーが法定点検
(有償)を行います

点検完
了! 

もう1
0年

経った
のね

所有者票のハガキは 
製品に同梱されて

います。 

例

長期使用製品安全点検制度とは…
消費者と製造輸入事業者、販売事業者等が適切に役割を果たして 経年劣化による製品事故を 
防止するための制度 です。所有者はメーカーに所有者登録することで、およそ10年後に法定点検
（有償）を受けることができます。
 [石油機器の特定保守製品］
　●石油給湯機 (屋内式・屋外式) ※灯油消費量が70kW以下のもので、 熱交換器50L以下のもの。 
　●石油ふろがま (屋内式・屋外式) ※灯油消費量が39kW以下のもの

代行投函も

OK!

平成21（2009）年4月法制化 令和3（2021）年8月改正
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